
「人権週間」事業／経済産業省委託事業　令和７年度「人権教育・啓発活動支援委託事業」

障害者差別解消法の改正により、令和６年４月１日から事
業者による障がいのある人への合理的配慮の提供が義務化
されています。

（申込方法） 高知市コールセンターに電話でお申込みください。
　　　　　　　　※申込みの際の情報は、本行事開催に必要な範囲以外の目的には使用いたしません。

〇高知市コールセンター TEL (088)822-8111（電話受付時間　平日：午前９時～午後５時） 
申込締切　令和７年11月26日(水） ※ただし定員に達し次第受付を終了します。

主催／高知市
行事内容についての問合せ先　高知市人権同和・男女共同参画課
TEL(088)823-9449　メールアドレス　kc-101800@city.kochi.lg.jp
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どを経て、現在は放送大学において教養学部教授、
学長補佐、障害学生支援に関する委員会委員長を
務めている。

川島　聡 さん
(放送大学教授)

講　師

法律から実践へ
～合理的配慮の導入方法～

障がいへの理解に加え、障がいのある人への
合理的配慮に関する理解を深めませんか？


